
【本教材について】

 テーマ： ２．災害から住民の命を守るには

 単元名： ２．地域ぐるみで支える要配慮者の避難

 所要時間： ６０分程度

 準備：

1. ワークで使用する資料とボールペン１本をを参加者に配布して下さい。

2. 適宜、スライドの追加や変更をすることができます。参加者の特性
（自主防災組織等の会長が多いか、在職期間が長いかなど）に応じて、
内容の追加・削減や修正・変更を検討することで、より良い研修効果
が期待できます。

3. 黄色い網掛け部分は、自治体で定めている事項に合わせてください。
※網掛けのないページ、文章・図表も、必要に応じてカスタマイズして
ください。

4. 自治体で作成している個別避難計画の説明を追加する等、カスタマイ
ズを検討するとよりよい効果が期待できます。

令和７年8月１２日更新



《 テーマ２ 》

災害から住民の命を守るには

２．地域ぐるみで支える
要配慮者の避難

自主防災組織等のリーダー育成研修



学習目標と内容

＜学習目標＞

災害時に支援が必要な要配慮者の特性や、具体的な避難
支援について理解できる

要配慮者への避難支援について、平常時から取組むべき
ことについて理解できる

＜目次＞

（１） 要配慮者への避難支援の必要性

（２） 平常時の取組

2



（１） 要配慮者への避難支援の
必要性



要配慮者とは

4

参考：災害対策基本法

高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する方のこと

（１） 要配慮者への避難支援の必要性



避難行動要支援者とは

5

参考：災害対策基本法

自力で避難することが難しく、避難の支援が必要な方を
「避難行動要支援者」という

（１） 要配慮者への避難支援の必要性

地域住民

避難行動要支援者
高齢者

（要介護度高）

障害者（重度）

難病患者

要配慮者
高齢者

（要介護度低）

障害者（軽度）

乳幼児

妊婦

外国人
など

など

自らの命は
自らが守る

支援が必要な人は
地域で支える

行政と地域が
協力して避難支援



避難行動要支援者が避難のときに困ること

6（１） 要配慮者への避難支援の必要性

避難情報や
危険の徴候を
把握しにくい

自力で避難場所
まで移動すること

が難しい

避難が必要か
判断することが

難しい

杖や歩行器、車いすを
使う必要がある方

聴覚や視覚に
障害のある方

理解に時間がかかる、
判断しにくい方

情報収集と
危険の察知

避難の判断 避難行動

例えば・・・



避難支援の必要性

過去の災害における実態

7（１） 要配慮者への避難支援の必要性

参考：内閣府「障がい者制度改革推進会議（第３７回） 参考資料４ 東日本大震災における障害者の死亡率」
※原典は「ノーマライゼーション2011年11月号」 を基に作図

内閣府「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ（第１回） 平成30年７月
豪雨の概要」

過去の災害では、多くの要支援者が犠牲になっている

＜東日本大震災＞
岩手県、宮城県、福島県の被災地
全体の死者数のうち、

障害者の死亡率は被災住民
全体の死亡率の約２倍

＜平成３０年７月豪雨＞
被害の大きかった愛媛県、岡山県、広島県の原因別死者数の年代をみると、

 ６０代以上の割合が約７割

1.03%

2.06%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

総人口に対する死亡率 障害者の死亡率

障害者の死亡率 （東日本大震災）



災害時には、
どのような支援が

必要となるでしょうか？



【個人ワーク】自力避難が困難な人を書き出す

9（１） 要配慮者への避難支援の必要性

自力避難が困難な人はどのような人がいるか、

ピンクの付箋紙に書いてください

 付箋紙１枚に、１つの項目

 思いつく限り書き出す

足の
不自由
な人

・・・ ・・・



【個人ワーク】どのようなことに困るか、書き出す

10（１） 要配慮者への避難支援の必要性

自力避難が困難な人がどのようなことに困るか、

黄色の付箋紙に書いてください

 付箋紙１枚に、１つの項目

 思いつく限り書き出す

段差の
移動

・・・ ・・・



・・・
段差の
移動

【グループワーク】共有し、整理する

11（１） 要配慮者への避難支援の必要性

＜グループ検討＞

 グループ内で、模造紙に整理してください

 同じものがあれば重ねます

・・・・・・

・・・
足の
不自由
な人



発 表



要配慮者の心配ごと・配慮してほしいこと（例）

13（１） 要配慮者への避難支援の必要性

出典：新宿区「災害時要配慮者訪問調査報告書」、平成３０年１１月

高齢者 階段を降りられないため、
停電でエレベーターが

停止したら避難できない

車いすの方
避難する人と車いすが
ぶつかり、ひっくり返る
のではないかと不安

車いすのタイヤは
空気ゴムなので、がれきや
ガラスが散らばっている
とパンクして動けない

視覚障害 避難所での配慮より、
まず避難所にたどり

着けるかどうかが心配

会話はできるが、マイクの
音声は聞き取れないので、

文字に書いてほしい

聴覚障害

手伝ってくれる人がいれ
ば車いすで移動できる

ゆっくり話してほしい
（口を見て聞いている）

一人で動けるが、障害物
が怖い。誰かがいてくれ

れば安心する



避難時における配慮・支援①

14（１） 要配慮者への避難支援の必要性

要配慮者一人ひとりの特性に応じた避難行動の支援が必要

要配慮者 困りごと（例） 必要な配慮・支援（例）

高齢者
（特に要介護高齢者）

緊急判断や素早い行動が
できない
足腰が弱く、段差の登り降り
等が難しい

• 優先的な安否確認と避難誘導

• 自力で移動できる範囲に適切な
避難場所が確保できない場合、
移動手段を確保する

• 徘徊の症状がある認知症の方は、
行方不明にならないよう周りの方
に声かけ等の配慮を要請する

知的障害者
環境変化に対応できない
情報が理解できない

• 家族を通じた情報等の提供

• 動揺している場合は、気持ちを落
ち着かせながら安全な場所へ誘導
し、避難行動を支援する



避難時における配慮・支援②

15（１） 要配慮者への避難支援の必要性

要配慮者 困りごと（例） 必要な配慮・支援（例）

視覚障害者
目視による状況把握が
できない

• 支援者は半歩程度前に出て、移動時に状
況を説明しながら進む

• 移動経路上に障害物がなるべくないルー
トを選ぶ

聴覚障害者 音声情報が伝わらない

• どのような方法でコミュニケーションをと
ればよいか初めに確認する

• 口の動きが見えるようにする

• 必要な情報は、印刷物や書き物で伝達

精神障害者
精神的動揺が激しくなる
場合がある

• 落ち着いて行動しようと声をかける

• 孤立しないよう家族や周囲にいる人と
一緒に避難する

肢体不自由者
補助具がない場合、自力で
の移動が困難

• 本人に確認の上、避難の補助

• 車いす等の補装具及び通れる通路を確保

• 複数人で避難の補助を行う



避難時における配慮・支援③

16（１） 要配慮者への避難支援の必要性

要配慮者 困りごと（例） 必要な配慮・支援（例）

難病患者
外見から分かりにくい
避難に時間を要する場合が
ある

• 療養者の状態をよく確認したうえで、避難
させる

• 落ち着いて一緒に避難する

妊産婦
月数によっては身体が思う
ように動かないことがある

• 避難支援が必要か確認し、必要に応じて
一緒に避難する

乳幼児
自ら判断して避難する能力
がなく、常に保護者の
サポートが必要

• 大人が動揺すると子供にも伝わってしま
うので、できるだけ普段通り接する

• 赤ちゃんの場合は抱っこ・おんぶひもを
使って避難する

外国人
日本語での避難情報等が
伝わらない

• 簡単な日本語やイラスト、身ぶり手ぶりを
使ってコミュニケーションをとる

• 孤立させないように一緒に避難する



【事例】避難支援体制を確保するための取組①

17（１） 要配慮者への避難支援の必要性

参考：長野県「神城断層地震災害記録集」

■「支え合いマップ」の作成 （堀之内区自主防災組織：長野県 白馬村）

• 誰が誰の安否確認を行うのか支え合いマップ作成で特定
 対象者（要配慮者）、組長、民生委員等を中心に調整し、それぞれ

の対象者（要配慮者）に対して、支援者を特定し、マップ上に表示

 マップの対象者には、常日頃から、民生委員を中心とした見守り
活動を実施

 平成26年11月に発生した地震発生時（最大震度6弱）に、円滑
に安否確認や避難支援ができた

災害時住民支え合いマップづくりの取組

• 自治会役員と民生委員が連携して
マップを作成

• 毎年更新できる名簿が必要との
認識が浸透した



【事例】避難支援体制を確保するための取組②

18（１） 要配慮者への避難支援の必要性

参考：内閣府「住民の適切な避難行動の促進に向けた好事例集」、令和５年６月、ｐ．１１

■「地域タイムライン」の作成 （長野県伊那市）

• 地域でタイムライン（防災行動計画）を作成し、逃げ遅れゼロ
の達成を目指している。作成のポイントは以下の５つ
１ 気象や河川等の各種情報の発信タイミング・内容確認

２ 避難情報の警戒レベル等に応じた行動を確認

３ 「いつ」行動開始するか

４ 「誰が」するのかの検討

→特に、支援者や要配慮者で打合せし、
       お互いの動きを把握する

５ 「何を」するのかの検討

→災害対応や避難行動支援の協力関係や、
役割分担の確認

• 令和３年８月豪雨の際、地域タイムラインを
作成した地区で声かけや安否確認などが、
早い段階で実施できた



（２） 平常時の取組



要配慮者の避難支援のために、

平常時から備えておくべきことは

何でしょうか？



地区防災計画の作成

やるべきこと① 支援の体制づくり

21（２） 平常時の取組

参考：内閣府（防災担当）「地区防災計画ガイドライン」、平成２６年３月
内閣府（防災担当）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、pp.125-126、p.128

自主防災組織や自治会で、災害時に備えた支援体制を整える

要支援者支援の視点

地区防災計画とは、地区居住者等が行う
自発的な防災活動に関する計画のこと

地域内の要配慮者等の状況、災害時に行う
要配慮者支援の取組内容等を事前に検討し、
明確化しておく

「地区防災計画」の中に要支援者の支援体制を位置づける



やるべきこと② 避難行動要支援者の把握

避難行動要支援者名簿とは

22（２） 平常時の取組

参考：内閣府（防災担当）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、令和３年５月改定、ｐｐ．４５-49

■■市から提供される避難行動要支援者名簿をもとに、
支援が必要な人を把握する

自主防災組織への情報提供

災害時に自ら避難することが困難な方を登載した名簿のこと

避難支援や安否確認、避難生活支援等に利用する目的で作成

要支援者本人が外部への情報提供に同意した場合、自主防
災組織等の避難支援等関係者に同意者名簿が提供される※

個人情報のため、提供された名簿の取扱いに注意する

※災害時に緊急性があると認められる場合は、同意を得ていない者の名簿情報も避難支援等関係者に提供される



【参考】避難行動要支援者名簿の様式（例）

23（２） 平常時の取組

参考：災害対策基本法 第４９条の１０第２項
内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、平成２５年８月（令和３年５月改定）、ｐ．５０

＜記載事項＞

① 氏名

② 生年月日

③ 性別

④ 住所又は居所

⑤ 電話番号その他の連絡先

⑥ 避難支援等を必要とする事由

⑦ その他、避難支援等の実施に

関し市町村長が必要と認める事項



個別避難計画とは

名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、避難支援等を
実施するための計画

個別避難計画の内容

やるべきこと③ 個別避難計画の作成協力

24（２） 平常時の取組

参考：内閣府（防災担当）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、令和３年５月改定
災害対策基本法 第４９条の１４第１項

■■市が進めている「個別避難計画」の作成に協力する
要支援者ごとの支援方法を理解し、支援準備をする

「避難行動要支援者名簿」に掲載されている要支援者のうち、
同意が得られた方のみ「個別避難計画」を作成

要支援者がいつ・どこに避難するか、誰が支援するか、
避難するときにどのような配慮が必要か等



市町村

福祉課、防災課、
高齢課、障害課 等

地域
自主防災組織、自治会、

民生委員 等

個別避難計画の作成に関わる方

25（２） 平常時の取組

参考：内閣府（防災担当）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、令和３年５月改定、ｐ．７９、ｐｐ．８８-８９

市町村が主体となり、本人や家族も含め、地域、福祉専門職など
様々な方々と連携して作成することが必要

要支援者本人

福祉専門職
相談支援事業所、

介護支援専門員 等

• 本人の心身の状況や、
生活実態を把握して
いるため、助言を行う

• 地域の状況に詳しい
• 平常時の見守り活動、

災害時の支援を行う

• 市町村内の要支援
者を把握する

• 必要な支援に向け
た調整を行う



【参考】個別避難計画の様式（例）

26（２） 平常時の取組

参考：災害対策基本法 第４９条の１４第３項
内閣府（防災担当）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、令和３年５月改定、ｐp．９９-100

＜記載事項＞

① 避難支援等実施者の基本情報

・ 氏名又は名称

・ 住所又は居所

・ 電話番号その他の連絡先

② 避難施設その他の避難場所

③ 避難路その他の避難経路

④ その他、避難支援等の実施に

関し市町村長が必要と認める事項

※避難支援等実施者とは、避難支援等関係者の
うち避難支援を実施する方



個別避難計画の作成方法

市町村支援による作成

27（２） 平常時の取組

参考：内閣府（防災担当）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、令和３年５月改定、ｐ．１７

本人・地域記入による作成

市町村が本人の状況を確認 本人、家族、地域が話し合い
個別避難計画を作成

作成の方法によって個別避難計画の内容の優劣はない

市町村に提出、確認

市町村、本人、家族、地域、
福祉専門職等が話し合い
個別避難計画を作成

優先順位の高い人から■■市が支援して作成する
それ以外の方は、本人や地域が個別避難計画を作成する

※本人や、本人の状況によっては、家族や地域において防災活動を行う
自主防災組織等が記入する計画づくりを進める



避難支援等実施者として、
もし要支援者を助けられなかったら

どうなりますか？

【参考】個別避難計画に関する よくある質問

28（２） 平常時の取組

参考：内閣府（防災担当）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、令和３年５月改定、ｐ．１３、pp．８８-８９

名簿に掲載されている
要支援者全員の「個別避難計画」を
作成しなければならないのですか？

Q1 Q２

個別避難計画は、よりよい避難を
実現することを目的としたもので
あり、市町村や個別避難計画作成
の関係者に、計画に基づく避難支援等
の結果について法的な責任や義務
を負わせるものではありません。
また、自分や家族の安全を確保し
た上で、できる範囲での支援を
お願いします。

名簿に掲載されている要支援者の
うち、作成に同意が得られた方に
ついて、個別避難計画を作成しま
す。
また、社会福祉施設の入所者や
病院の長期入院患者については、
施設の管理者等が介護保険法等に
基づく非常災害対策計画を作成す
ることとされています。

A1 A２



やるべきこと④ 支援に必要な道具の準備

準備のポイント

29（２） 平常時の取組

参考：消防庁「消防少年団高校生団員の手引き」

要支援者本人が避難に必要な道具を用意する

杖、歩行器など、避難するときに必要な道具は、
要支援者本人が準備するよう呼びかける

要支援者自身も、基本的には自助の意識をもつよう
啓発し、非常用持出品の準備等を促すことが大切

要支援者が個人で準備しきれない道具は、
自主防災組織、自治会などで用意することも
検討する

例）階段を下りるための階段避難器具、簡易担架、
背負い搬送具、リヤカー、車いす など



訓練実施のポイント

作成した名簿、個別避難計画を活用する

準備した道具を使う

実際に避難先への経路を確認する

情報伝達、避難支援等が上手くいくか確認する

要支援者本人が参加しやすくなるよう、親しみやすい名称や
取組みやすい内容とする （例 ひなんさんぽ）

やるべきこと⑤ 訓練の実施

30（２） 平常時の取組

参考：内閣府（防災担当）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、令和３年５月改定、ｐｐ．１３０-１３２

訓練を実施して、避難行動の実効性を高める

要支援者本人と、避難支援等実施者が参加して実施する



【事例】訓練の取組①

31（１） 要配慮者への避難支援の必要性

参考：内閣府津波防災特設サイト「かかりがましい防災（高知県黒潮町）」、https://www.tsunamibousai.jp/report/07 
/pdf/tsunami_special_seminner2020_hamamatsu.pdf
広島市「個別避難計画作成および避難訓練実施に関する事例集」、令和６年３月（令和７年４月改訂）、ｐ．２６

■「屋内避難訓練」の実施 （高知県黒潮町）

• 「屋内避難訓練」とは、寝室や居間から玄関先まで避難する黒潮町
オリジナルの避難訓練のこと

• ベッドから起き上がって玄関先に避難するまでの移動訓練を実施
し、家の中の危険箇所や必要な防災対策について確認・説明する

＜訓練のポイント＞

 家の中で完結する訓練

起き上がるのがやっとの支援者も参加できる

 家の中の危険箇所を発見できる

訓練を通して、玄関で靴を履く際に靴箱を支え
にしているが、固定されておらず災害時に危険
性があることが分かった



【事例】訓練の取組②

32（１） 要配慮者への避難支援の必要性

参考：広島市「個別避難計画作成および避難訓練実施に関する事例集」、令和６年３月（令和７年４月改訂）、ｐ．３２
写真出典：岡崎市地域交流センター＆市民活動センター「防災さんぽ～ひなん所までの道を歩こう～」、

https://station.okazaki-lita.com/works/detail/569

■「ひなんさんぽ」による避難先への移動 （愛知県岡崎市）

• 本人や支援者の負担が少なく計画の実効性を確認することを基本
として、避難先まで移動することに限定した「ひなんさんぽ」に取り
組んだ。

• 「ひなんさんぽ」とは、要支援者とともに、個別避難計画で定めた
避難施設まで移動することに留めた、岡崎市の取組のこと

• 特別な準備は必要なく、訓練の日程調整のみ行う

＜訓練のポイント＞

 天気が良い日に実施する

天気が良い日を選んで実施することで前向き
に楽しく取組むことができる

 訓練の形式にこだわらず、計画の実効性の
確保にポイントを限定する

避難訓練と聞くと敷居が高いため、まずは計画
に定めた避難先までさんぽで移動することに
焦点を当てる



支援にかかわる地域づくり

地域づくりのポイント

33（２） 平常時の取組

参考：内閣府（防災担当）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、令和３年５月改定、ｐ．１３０

普段から、地域内で顔の見える関係づくりを行う

避難行動要支援者を含めて日頃から
顔の見える関係づくりを行う

防災に関する活動のみではなく、
地域行事等への参加の呼びかけ、
日頃からの声かけや見守り活動を行う

避難行動要支援者が地域で孤立することを防ぐ



まとめ

34（２） 平常時の取組

• 要配慮者の特性に応じた支援の必要性と
ポイントを理解しておくことが大切

• 地域の避難行動要支援者を把握し、普段か
ら顔の見える関係を構築する

• 平常時から支援体制や、必要な道具等を
整え、訓練を通して災害時に対応できるよ
うにする



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール①
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【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール①
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【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール②

37（１） 要配慮者への避難支援の必要性

出典：https://voicetra.nict.go.jp/



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール②

38

出典： https://gcp.nict.go.jp/news/flyer_business_GCP.pdf

「VoiceTra」の多言語翻訳技術を活用した民間企業の製品・サービス



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール③

39



【参考】災害時の外国人への情報提供・災害対応支援ツール③
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